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千代田区の基本方針 
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千代田区は緊急事態宣言の再発出を踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、

下記の通り基本方針を策定しました。なお、基本方針については政府及び都や専門家会議の

発表や感染状況を踏まえ、段階的に改訂します。 

 

１．前提条件 

 令和２年４月に緊急事態宣言を発出した際は、新型コロナウイルスが未知のウイルスで

あったことなどから、人と人との接触を「最低７割、極力８割減らす」など社会・経済活動

を幅広く制限した。その後、令和３年１月７日に緊急事態宣言が再発出された際には、飲食

を伴う会合や、人の流れを抑える対策を限定的、集中的に行い、感染者数の減少に一定の効

果が見られたため、令和３年３月 21日に再び緊急事態宣言は解除された。 

 しかし、年度切り替わりに伴う会食の増加等の要因が重なり、感染が再び拡大したため、

政府は令和３年４月 12 日から５月 11 日までの期間で東京都をまん延防止等重点措置区域

に指定し、感染拡大防止を図ったが、感染力の強い変異株が流行し、休業要請・命令を含む、

より強力な措置をとる必要があるとして、４月 23日に３度目の緊急事態宣言を発出するこ

ととなった。その後、緊急事態宣言は６月 20日に解除されたが、感染拡大防止のため人流

を抑える目的で、東京都を７月 11日までまん延防止等重点措置区域に指定することとなっ

た。しかしながら感染者数は徐々に増加し、若年・中年層の入院患者数が増え、重症患者数

も増加に転じ、医療体制のひっ迫が懸念されることとなった。今後、夏休みやお盆などで人

流が拡大し、感染が拡がることが予想されるため、政府は７月 12日から８月 22日まで、４

度目の緊急事態を発出することとした。 

ワクチン接種が進んでいるものの、更なる感染拡大を防ぐためには、基本的な感染対策の

徹底が重要である。区では引き続き下記３点を前提条件とし、基本方針を定めるものであ

る。 

（１）区民及び職員が「自分を守る、家族を守る、大切な人を守る、社会を守る、感染しな

い、させないための行動」をとること。 

（２）人流を抑えるため、イベントは原則中止、もしくは延期とする。特に、飲食を伴う会

合や飲食につながるイベント等は実施しない。 

（３）不要不急の外出、特に午後８時以降の外出は控えること。 



 

２．区内教育施設等の対応 

（１）小学校、中学校、中等教育学校 

（２）幼稚園、こども園 

（３）保育園 

（４）学童クラブ 

（５）児童館等 

感染防止対策を徹底し、運営を継続する。ただし、感染状況に応じて、対面での指導に

加え家庭でのオンライン学習等を行うなどの対応をとる。 

 

３．区有施設の利用や貸出し 

 原則、東京都の要請等に準じ、貸出しを行う。ただし、今後の都内感染者の推移によって、

使用を中止することもある。 

 

４．イベントや事業の考え方 

 原則、中止もしくは延期とする。ただし、真に開催せざるをえない理由があるものについ

ては、オンライン開催、無観客での開催等、人流を徹底的に抑える対策をとったうえで開催

を検討する。なお、開催制限については、国の取扱いに準じる。 

 

５．区役所の窓口業務 

 下記取組みを継続する。 

（１）総合窓口業務 

  平日の８：３０から１７：００までの取り扱いとし、土曜日の窓口業務は休止。 

（２）出張所窓口業務 

  平日の８：３０から１７：００までの取り扱いとし、水曜日に実施していた夜間延長は

休止。 

 

６．会議設定 

原則、書面開催もしくはオンライン開催とする。やむを得ず開催する場合は、適切な感染

予防対策を施したうえで、最小限の時間及び出席者で実施することとする。 

 

７．職員体制 

感染拡大防止のため、時差出勤や週休日の振替など、対人接触を減らす等の取組みを継続

する。 

 


